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●問い合わせ　環境課（☎ 656－ 6510）

特定外来生物の駆除について

●
ど
ん
な
被
害
が
出
る
の
か

　
特
定
外
来
生
物
は
繁
殖
力

が
強
く
、
在
来
の
植
物
を
駆

逐
し
て
し
ま
う
恐
れ
が
あ
り

ま
す
。農
業
被
害
と
し
て
は
、

収
穫
作
業
へ
の
支
障
や
、
農

作
物
自
体
が
収
穫
で
き
な
く

な
る
被
害
が
あ
り
ま
す
。

●
駆
除
す
る
に
は

　
小
さ
い
う
ち
や
、
種
を
つ

け
る
前
に
抜
き
取
る
こ
と
が

効
果
的
で
す
。
生
き
た
ま
ま

運
搬
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

た
め
、
ご
み
袋
な
ど
に
入
れ

て
枯
死
さ
せ
て
か
ら
燃
え
る

ご
み
と
し
て
処
分
し
て
く
だ

さ
い
。
除
草
剤
は
効
果
が
あ

り
ま
す
が
、
高
濃
度
の
薬
剤

は
他
の
植
物
も
枯
ら
し
て
し

ま
う
た
め
、
使
用
に
は
注
意

が
必
要
で
す
。

　
皆
さ
ん
は
「
特
定
外
来
生

物
」
を
知
っ
て
い
ま
す
か
。

市
内
で
も
確
認
さ
れ
、
農
業

被
害
や
生
態
系
被
害
が
懸
念

さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
生
態

と
駆
除
方
法
を
確
認
し
、
所

有
す
る
土
地
な
ど
で
見
つ
け

た
場
合
に
は
、
早
期
駆
除
を

お
願
い
し
ま
す
。

●
特
定
外
来
生
物
と
は

　
元
々
日
本
で
の
生
育
は
な

く
、
人
間
活
動
に
よ
っ
て
持

ち
込
ま
れ
た
海
外
起
源
の
外

来
種
の
う
ち
、
農
林
水
産
業

や
生
態
系
な
ど
に
被
害
を
及

ぼ
す
と
し
て「
外
来
生
物
法
」

で
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
植
え
る
こ
と
や
生
き
た
ま

ま
運
搬
す
る
こ
と
な
ど
は
原

則
禁
止
さ
れ
て
お
り
、
違
反

し
た
場
合
は
懲
役
や
罰
金
が

科
せ
ら
れ
ま
す
。

　
市
内
で
は
、
黄
色
の
花
が

特
徴
の
「
オ
オ
ハ
ン
ゴ
ン
ソ

ウ
」
や
長
い
ツ
ル
と
実
の
ト

ゲ
が
特
徴
の
「
ア
レ
チ
ウ

リ
」
な
ど
が
確
認
さ
れ
て
い

ま
す
。

▶
オ
オ
ハ
ン
ゴ
ン
ソ
ウ

◀
ア
レ
チ
ウ
リ

交通事故などのケガは国保へ届出を！
●問い合わせ　保険年金課（☎ 656－ 6528）

第
三
者
行
為
に
よ
り
医
療

費
が
生
じ
た
際
の
流
れ

●�

国
保
に
届
け
出
る
こ
と
で

保
険
証
が
使
用
可
能
に

　
交
通
事
故
な
ど
他
人
の
行

為（
第
三
者
行
為
）で
生
じ
た

医
療
費
は
、
本
来
加
害
者
が

負
担
す
べ
き
も
の
で
す
。
市

国
民
健
康
保
険
（
国
保
）
に

加
入
し
て
い
る
人
は
「
第
三

者
行
為
に
よ
る
被
害
届
」
か

「
負
傷
原
因
報
告
書
」を
市
に

提
出
す
る
こ
と
で
、
保
険
証

を
使
っ
て
治
療
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

① 

保
険
年
金
課
に
第
三
者
行

為
に
よ
る
被
害
届
か
負
傷

原
因
報
告
書
を
提
出

②
保
険
証
を
使
用
し
て
治
療

③�

国
保
で
医
療
費
の
一
部
を

一
時
的
に
立
て
替
え
払
い

④ 

そ
の
費
用
を
市
が
加
害
者

へ
請
求

※
注
意

① 

加
害
者
か
ら
事
前
に
治
療

費
を
受
け
取
っ
た
り
、
示

談
を
済
ま
せ
る
と
保
険
証

が
使
え
な
く
な
り
ま
す
。

示
談
の
前
に
保
険
年
金
課

へ
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

交通事故などのけがは国保に届け出を
●問い合わせ　保険年金課（☎ 656－ 6528）

第
三
者
行
為
に
よ
り
医
療

費
が
生
じ
た
際
の
流
れ

② 

交
通
事
故
の
場
合
は「
交
通

事
故
証
明
書
」の
提
出
が
必

要
で
す
。警
察
に
も
必
ず
届

け
出
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
「
第
三
者
行
為
に
よ

る
被
害
届
」
や
「
交
通
事
故

証
明
書
」
な
ど
を
保
険
会
社

に
提
出
し
た
場
合
も
、
そ
の

旨
を
保
険
年
金
課
に
連
絡
し

て
く
だ
さ
い
。

●�

第
三
者
行
為
に
該
当
す
る

事
例
と
は

・ 

交
通
事
故
（
自
損
事
故
も

含
む
）

・ 

暴
力
行
為

・ 

他
人
の
飼
い
犬
に
噛
ま
れ
た

・ 

飲
食
店
で
食
中
毒
に
あ
っ

た　
　
　
　
　
　
　
な
ど

●�

次
の
場
合
は
保
険
証
が
使

用
不
可

・ 

労
災
保
険
の
対
象
と
な
る

と
き
（
通
勤
中
や
仕
事
中

の
病
気
や
け
が
）

・ 

飲
酒
運
転
や
無
免
許
運
転

な
ど
の
事
故

・ 

故
意
に
負
傷
し
た
と
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
ど


